
山形県障がい者雇用奨励金
障がいのある方を新規に雇い入れた県内企業に対して奨励金を支給します。

山形県

給付型（※1）

人材育成・雇用

山形県内に主たる事業所を有する事業者。等

～2024年3月31日

支給上限額:20万円

山形県内に主たる事業所を有すること。令和６年４月１日から同年11月30日までの間に障
がい者を雇用保険被保険者として雇い入れること。等

山形県産業労働部 雇用・産業人材育成課 雇用対策担当
電話：023-630-2375 

https://www.town.iide.yamagata.jp/012/syougaisyakoyousyoureikin.html
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